
一
般
的
に
「
自
宅
研
修
」

と
か
「
宅
研
」
と
呼
ば
れ
た

制
度
で
す
が
、
教
育
公
務
員

特
例
法
第
22
条(

制
定
時
は

20
条
）
で
は
、
「
勤
務
場
所

を
離
れ
て
の
研
修
」
と
規
定

さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
は

本
属
長
（
校
長
）
の
承
認
が

必
要
な
こ
と
か
ら
、
教
委
や

校
長
は
「
承
認
研
修
」
と
呼

び
か
え
ま
し
た
が
、
制
度
が

変
わ
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。

現
に
府
教
委
通
達
で
も

「
自
宅
に
お
け
る
研
修
」
の

承
認
を
明
記
し
て
い
ま
す
か

ら
、
当
然
「
自
宅
研
修
」
は

存
在
し
ま
す
。

府
教
委
通
達
で
も
、
研
修

内
容
は
「
特
例
法
の
趣
旨
に

沿
っ
た
必
要
か
つ
相
当
と
認

め
ら
れ
る
研
修
」
と
さ
れ
、

「
個
人
で
行
う
自
主
研
修
」

「
自
主
的
な
研
究
会
」
等
を

含
む
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
大
教
組
と
の

間
で
も
「
そ
の
内
容
は
幅
広

い
も
の
で
あ
る
」
こ
と
が
確

認
さ
れ
て
い
ま
す
。

従
っ
て
「
研
修
届
」
で
分

類
さ
れ
る
「
教
科
指
導
」

「
校
務
分
掌
」
「
そ
の
他

（
教
員
と
し
て
の
教
養
を
深

め
る
も
の
）
」
に
合
致
す
る

内
容
で
あ
れ
ば
、
校
長
は
承

認
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

「
承
認
・
不
承
認
と
い
っ
た

校
長
裁
量
に
よ
る
判
断
」
が

行
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と

も
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。

手
続
き
に
必
要
な
書
類

（
計
画
書
・
承
認
願
・
報
告

書
）
に
つ
い
て
は
、
地
教
委

ま
た
は
校
長
会
と
職
員
団
体

（
泉
北
教
組
な
ど
）
が
協
議

し
た
書
式
を
参
考
に
、
各
学

校
が
決
定
し
て
い
ま
す
。

「
研
修
権
」
の
問
題
は
、

勤
務
労
働
条
件
に
関
わ
る
問

題
で
す
か
ら
、
労
使
の
協
議

事
項
と
な
り
ま
す
。

こ
の
確
認
に
反
す
る
問
題

が
生
じ
た
ら
、
泉
北
教
組
ま

で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

今
年
度
予
算
で
、
試
験
的

に
配
置
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
和
泉
市
の
「
ス
ク
ー
ル
・

サ
ポ
ー
ト
・
ス
タ
ッ
フ
」
に

つ
い
て
、
６
月
の
教
育
委
員

定
例
会
で
、
配
置
校
と
主
な

業
務
内
容
の
例
が
し
め
さ
れ

ま
し
た
。

教
職
員
の
「
働
き
方
改
革
」

の
一
貫
で
す
が
、
配
置
校
で

効
果
・
成
果
の
検
証
が
予
定

さ
れ
て
い
ま
す
。

№２１４４ 泉北教育 ２０１９年６月２４日 （２）

泉 北教 組に加 入し て子ど もと教 育を 守ろう ！

教育公務員特例法（教特法）抜粋
第21条

１ 教育公務員は、その職責を遂行するた

めに、絶えず研究と修養に努めなければな

らない。

２ 教育公務員の任命権者は、教育公務員

の研修について、それに要する施設、研修

を奨励するための方途その他研修に関する

計画を樹立し、その実施に努めなければな

らない。

第22条

１ 教育公務員には、研修を受ける機会が

与えられなければならない。

２ 教員は、授業に支障のない限り、本属

長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修

を行うことができる。

３ 教育公務員は、任免権者の定めるとこ

ろにより、現職のままで、長期にわたる研

修を受けることができる。


